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令和５年度第１２回定例総会 議事録 

 

 

１ 開催日時  令和６年３月２５日（月）午後１時３０分～午後２時１５分 

 

２ 開催場所  加美町小野田支所 ２階会議室 

 

３ 出席委員（農業委員１６名 / 農地利用最適化推進委員６名） 

 

会   長      １６番 板 垣 文 一 

会長職務代理者     １５番 小 山 京 子 

農 業 委 員       １番 髙 橋 秀 生 

〃         ２番 杉 村 昭 宏 

〃         ３番 猪 股   弘 

〃         ４番 佐 藤 と も 

〃         ５番 今 野   修 

  〃         ６番 中 村 貴 美 子 

〃         ７番 山 本   成 

〃         ８番 青 木 拓 也 

〃         ９番 尾 形 徳 夫 

〃        １０番 畠 山 智 史 

〃        １１番 三 浦 良 人 

〃        １２番 星   榮 喜 

〃        １３番 坂 上 昌 哉 

〃        １４番 佐 藤 健 喜 

  農地利用最適化推進委員       本 田   浩 

〃            尾 形   明 

〃            長 沼 一 弥 

〃            下 山 啓 一 

〃            佐 藤   繁 

 〃            澁 谷 涼 子 
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４ 議事日程 

日程第１  議事録署名委員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  会議書記の指名 

日程第４  報告第２５号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第５  報告第２６号  農地転用許可後の工事完了報告について 

日程第６  報告第２７号  営農型発電設備の下部の農地における 

農作物の状況報告について 

日程第７  議案第３６号  農地法第２条第１項の農地に該当しない旨の判断 

（非農地判断）について 

日程第８  議案第３７号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第９  議案第３８号  農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第１０ 議案第３９号  農地等買受適格証明願の審議について 

日程第１１ 議案第４０号  農用地利用集積計画の審査について 

 

 

５ 説明のため出席した職員 

農業委員会事務局長（書記）       庄 司 一 彦 

   農業委員会事務局次長          鎌 田 裕 充 

農業委員会事務局主幹兼農地係長     畠 山 明 大 

 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

次のとおり。 
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第１２回定例総会 議事の経過及び結果 

 

〈午後１時３０分 開会〉 

＊事務局（庄司一彦事務局長） 定刻でございますので、只今より令和５年度加美町農

業委員会 第１２回定例総会を開催いたします。 

   農業委員会 会議規則第４条の規定により、会長が議長となりまして、議事を進行

していただきます。会長よろしくお願いします。 

 

＊議長（板垣文一会長） ただいまの出席委員は農業委員１６名、農地利用最適化推進

委員６名です。定例総会の定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開き

ます。 

 

 

 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

 

＊議長（板垣文一会長） 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。本日の議事録

署名委員は、１番 髙橋秀生委員、２番 杉村昭宏委員にお願いいたします。 

 

 

 

日程第２ 会期の決定 

 

＊議長（板垣文一会長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。本定例総会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） ご異議なしと認め、会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

 

 

日程第３ 会議書記の指名 

 

＊議長（板垣文一会長） 日程第３、会議書記の指名を行います。本日の会議書記には、

事務局長 庄司一彦君を指名いたします。なお、本定例総会の事務従事者として事務

局長以下の関係職員を任命します。 

それでは、議案の審議に入ります。 
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日程第４ 報告第２５号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

＊議長（板垣文一会長） 日程第４、報告第２５号 農地法第１８条第６項の規定による

通知について、事務局より報告いたします。 

 

＊事務局（鎌田裕充次長） 報告第２５号 農地法第１８条第６項の規定による通知につ

いて。このことについて、別紙のとおり通知があったので報告いたします。 

令和６年３月２５日提出。加美町農業委員会会長 板垣文一。 

   今月の農地法第１８条第６項の規定による通知は４件でございます。 

 

報告書番号１ 

所在地 下新田字雷の田 外８筆 

面積  合計２５,６９９㎡ 

基盤強化促進法 

 

報告書番号２ 

所在地 宮崎字三ケ内の田 外１１筆 

面積  合計５,８００㎡ 

基盤強化促進法 

 

報告書番号３ 

所在地 字仁平屋敷の田 

面積  ２,９８４㎡ 

基盤強化促進法 

 

報告書番号４ 

所在地 谷地森字新百目木の田 

面積  ２,７９５㎡ 

農地法第３条 

 

〔 以上４件の合意解約について説明 〕 

 

＊議長（板垣文一会長） 報告が終わりました。これより質疑を行います。質疑ござい

ませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） 質疑がないようですから、これにて報告第２５号を終了いた

します。 
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日程第５ 報告第２６号 農地転用許可後の工事完了報告について 

 

＊議長（板垣文一会長） 日程第５、報告第２６号 農地転用許可後の工事完了報告につ

いて、事務局より報告いたします。 

 

＊事務局（畠山明大係長） 報告第２６号 農地転用許可後の工事完了報告について。こ

のことについて、別紙のとおり工事完了報告書の提出があったので報告いたします。 

  令和６年３月２５日提出。加美町農業委員会会長 板垣文一。 

   今月の農地転用許可後の工事完了報告は１件でございます。 

 

報告書番号１ 

  特定建築条件付売買予定地の造成 

許可地  字大門 ２筆 

面積   合計１,７７１㎡ 

令和６年３月１日完了 

 

〔 以上１件の工事完了報告について説明 〕 

 

＊議長（板垣文一会長） 報告が終わりました。これより質疑を行います。質疑ござい

ませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） 質疑がないようですから、これにて報告第２６号を終了いた

します。 

 

 

 

日程第６ 報告第２７号 営農型発電設備の下部の農地における農作物の 

状況報告について 

 

＊議長（板垣文一会長） 日程第６、報告第２７号 営農型発電設備設置の下部の農地に

おける農作物の状況報告について、事務局より報告いたします。 

 

＊事務局（畠山明大係長） 報告第２７号 営農型発電設備の下部の農地における農作物

の状況報告について。このことについて、別紙のとおり営農型発電設備の下部の農

地における農作物の状況報告書の提出があったので報告いたします。 

令和６年３月２５日提出。加美町農業委員会会長 板垣文一。 
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報告書番号１ 

許可地   原八幡堂西一番の田 ６筆 

栽培面積  アラゲキクラゲ/５８０.１㎡ 

      コケ/９,５４３㎡ 

収量     アラゲキクラゲ/１,０６３.３ｋｇ 

      コケ/２５０㎡ 

 アラゲキクラゲの収穫量は、１０ａあたりに換算すると１,８３３.１ｋｇとなり、

地域の平均的な収量とされる１,３７９ｋｇを上回る結果となっております。猛暑の

影響で数１００ｋｇの廃棄が出たとのことですが、昨年で栽培７期目ということで、

栽培の習熟が認められる結果となっております。 

 コケの収穫量は、１０ａあたりに換算すると２６.１９㎡となり、地域の平均的な

収量とされる２６.２㎡とほぼ同じ収量となっております。強風で飛ばされたり、遮

光ネットの張付き等、育成不良なトレーも若干あるようですが、おおむね順調な育

成状況となっているようであります。 

 

報告書番号２ 

許可地   字新堀の田 ３筆 

栽培面積  米(ひとめぼれ)/８,８６５㎡ 

収量     ３,７１３ｋｇ 

収穫量は、１０ａあたりに換算すると４１９ｋｇとなり、農協・共済収量の４６

２ｋｇの約９０％程度の収量となっております。出穂・穂揃いについては、同一圃

場より１週間程度の遅れがあったようですが、品質には問題なかったとのことでご

ざいました。 

 

[以上２件の農作物の状況報告について説明] 

 

＊議長（板垣文一会長） 報告が終わりました。これより質疑を行います。質疑ござい

ませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） 質疑がないようですから、これにて報告第２７号を終了いた

します。 

 

 

 

日程第７ 議案第３６号 農地法第２条第１項の農地に該当しない旨の判断 

（非農地判断）について 

 

＊議長（板垣文一会長） 日程第７、議案第３６号 農地法第２条第１項の農地に該当し

ない旨の判断（非農地判断）について、事務局より議案の説明をさせます。 
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＊事務局（畠山明大係長） 議案第３６号 農地法第２条第１項の農地に該当しない旨の

判断（非農地判断）について。下記農地が、農地法第２条第１項の農地に該当する

か否かについて、審議されたい。 

令和６年３月２５日提出。加美町農業委員会会長 板垣文一。 

    

   農業委員会は農地法の運用について、第３の１の（３）のウ及び第４の規定に基

づき、利用状況調査等の結果、既に森林の様相を呈するなど農業上の利用の増進を

図ることが見込まれない農地があった場合は、当該農地について農地に該当しない

旨の判断を行い、農地台帳から除外することとされております。 

これに基づきまして、今年度実施した農地パトロールにおいて、荒廃農地Ｂ分類

の判定、いわゆる赤判定を行い、その後の意向調査において非農地化の要望があっ

た土地、及び以前の意向調査において非農地化の要望があった土地で、今年度のパ

トロールにおいて赤判定となった土地について、当該農地に該当しない旨の判断、

非農地判断の議決をお願いするものでございます。 

   なお、今回上程いたしました土地は、該当農地から未相続地や農業者年金の経営

移譲年金受給者が所有する農地、共有地、集団的に存在する農地等を除いたものに

ついて、２月１２日に開催した農地調査会において検討の上、非農地判断すべきと

して決定いただいた土地でございます。 

   

田…１５筆  ３３,６１５㎡ 

畑… ５筆  １３,７１８㎡ 

計…２０筆  ４７,３３３㎡ 

農用地区域内の土地 １６筆 ４４,０２５㎡ 

農業振興地域整備計画を管理する加美町のほか、関係土地改良区、農業再生協議会

と協議を行い、支障が無い旨の回答を得ているもの 

 

[以上 非農地判断について説明] 

 

＊議長（板垣文一会長） 議案の説明が終わりました。これより審議を行います。質疑

ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これよ

り、議案第３６号 農地法第２条第１項の農地に該当しない旨の判断（非農地判断）

についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） ご異議なしと認めます。よって議案第３６号 農地法第２条第

１項の農地に該当しない旨の判断（非農地判断）については、原案のとおり決定い

たしました。 
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日程第８ 議案第３７号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

＊議長（板垣文一会長） 日程第８、議案第３７号 農地法第３条の規定による許可申請

について、事務局より議案の説明をさせます。 

 

＊事務局（鎌田裕充次長） 議案第３７号 農地法第３条の規定による許可申請について。

下記農地について農地法第３条第１項の規定により許可申請があったので審議され

たい。 

令和６年３月２５日提出。加美町農業委員会会長 板垣文一。 

   今月の農地法第３条の許可申請は６件でございます。 

 

申請番号１ 

申請地  下狼塚字要害の畑 

面積   ９６㎡ 

耕作者へ贈与するもの 

 

申請番号２ 

申請地  下狼塚字要害の畑 

面積   ４２㎡ 

耕作者へ贈与するもの 

 

申請番号３ 

申請地  下新田字原江の畑 

面積   ４５３㎡ 

耕作者へ贈与するもの 

 

申請番号４ 

申請地  字中嶋堂屋敷の田 ２筆 

面積   合計２３０㎡ 

耕作者へ贈与するもの 

 

申請番号５ 

申請地  宮崎字西原二番の田 外１筆 

面積   合計５,５３２㎡ 

耕作者へ贈与するもの 

 

申請番号６ 

申請地  谷地森字新百目木の田 

面積   ２,７９５㎡ 

耕作者へ売買するもの 

 

 〔 以上６件の許可申請について説明 〕 
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＊議長（板垣文一会長） 議案の説明が終わりました。ただいまの説明に関連して、担

当委員の方から現地調査の結果並びに補足説明を、申請番号１番・２番について１

４番 佐藤健喜委員お願いします。 

 

＊１４番（佐藤健喜委員） 申請番号１番と２番は関連しておりますので、一括で報告

いたします。譲渡人には電話にて、譲受人には直接お会いして聴き取り調査を行い

ました。譲受人のお二人は申請地を長年耕作しておりましたが、名蓋川の改修工事

に伴い土地の調査を行ったところ、譲渡人の所有地であることが判明し、今回贈与

することとなりました。双方に聴き取り調査、及び現地を確認した結果、地域調和

要件に支障のないものと判断しました。以上です。 

 

＊議長（板垣文一会長） ご苦労様でした。次に申請番号３番について２番 杉村昭宏委

員お願いします。 

 

＊２番（杉村昭宏委員） 譲渡人、譲受人は親戚関係にあり、申請地は譲受人の自宅に

附随している農地でございます。今までは農地の取得に対して下限面積が定められ

ておりましたが、その制度が撤廃になったことにより、耕作者である譲受人へ贈与

するものであります。聴き取り調査を行った結果、地域調和要件に支障のないもの

と判断しました。以上です。 

 

＊議長（板垣文一会長） ご苦労様でした。次に申請番号４番について１３番 坂上昌哉

委員お願いします。 

 

＊１３番（坂上昌哉委員） 申請番号４番について現地調査をし、双方へは電話にて聴

き取り調査を行いました。お二人はもともと同じ家柄で、今回の農地は以前より贈

与することが決まっていたようです。調査の結果、地域調和要件に支障のないもの

と判断しました。以上です。 

 

＊議長（板垣文一会長） ご苦労様でした。次に申請番号５番について７番 山本成委員

お願いします。 

 

＊７番（山本成委員） 令和６年３月１９日、譲渡人とは面会にて、譲受人とは連絡が

取れず、代理人である義理の弟へ聴き取り調査を行いました。以前より親しい付き

合いがあり、権利移動の話し合いを進めていた中で今回合意を得たため、申請を行

ったものでございます。聴き取り調査を行った結果、地域調和要件に支障のないも

のと判断しました。以上です。 

 

＊議長（板垣文一会長） ご苦労様でした。次に申請番号６番について１１番 三浦良人

委員お願いします。 
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＊１１番（三浦良人委員） 令和６年３月１９日に、現地調査、及び聴き取り調査を行

いました。申請地は譲渡人の自宅近くの圃場でございます。双方が親戚とのことで、

譲渡人の経営縮小に伴い今回の申請に至ったとのことです。聴き取り調査の結果、

地域調和要件に支障のないものと判断しました。以上です。 

 

＊議長（板垣文一会長） ご苦労様でした。現地調査の結果並びに補足説明が終わりま

した。これより審議を行います。質疑ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これよ

り、議案第３７号 農地法第３条の規定による許可申請についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） ご異議なしと認めます。よって議案第３７号 農地法第３条の

規定による許可申請については、申請のとおり許可することに決定いたしました。 

 

 

 

  日程第９ 議案第３８号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 

＊議長（板垣文一会長） 日程第９、議案第３８号 農地法第５条の規定による許可申請

について、事務局より議案の説明をさせます。 

 

＊事務局（畠山明大係長） 議案第３８号 農地法第５条の規定による許可申請について。

下記農地を農地以外の目的に供するため農地法第５条第１項の規定により許可申請

があったので審議されたい。 

令和６年３月２５日提出。加美町農業委員会会長 板垣文一。 

   今月の農地法第５条の許可申請は１件でございます。 

 

申請番号１ 

申請地  字赤塚の田 ２筆 

面積   合計１,９９４㎡ 

申請事由 賃貸借による貸家の建築 

事業計画 許可日着工予定 / 令和７年２月２８日完成予定 

申請地は加美町役場の南東約１.３ｋｍに位置し、水管及び下水道管が埋設されて

いる道路の沿道の区域で、おおむね５００ｍ以内に複数の医療施設が存することか

ら第３種農地と判断いたしました。 

 

〔 以上１件の許可申請について説明 〕 
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＊議長（板垣文一会長） 議案の説明が終わりました。ただいまの説明に関連して、担

当委員の方から現地調査の結果並びに補足説明を、１４番 佐藤健喜委員お願いしま

す。 

 

＊１４番（佐藤健喜委員） 令和６年３月１４日に、小山委員、坂上委員、庄司局長、

畠山係長、私の５名で、譲受人立会いのもと現地調査を行って参りました。周辺農

地への影響としましては、貸家建築ということで盛土を行いますが、西側に隣接し

て農地が残っていることから、法面を形成し土砂流出を防止します。雨水は南側の

新設水路に放流、生活雑排水は公共下水道へ接続するため支障はないものとし、許

可相当と判断しました。以上です。 

 

＊議長（板垣文一会長） ご苦労様でした。現地調査の結果並びに補足説明が終わりま

した。これより審議を行います。質疑ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これよ

り議案第３８号 農地法第５条の規定による許可申請についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） ご異議なしと認めます。よって議案第３８号 農地法第５条の

規定による許可申請については、申請のとおり許可することに決定しました。 

 

 

 

日程第１０ 議案第３９号 農地等買受適格証明願の審議について 

 

＊議長（板垣文一会長） 日程第１０、議案第３９号 農地等買受適格証明願の審議につ

いて、事務局より議案の説明をさせます。 

 

＊事務局（畠山明大係長） 議案第３９号 農地等買受適格証明願の審議について。この

ことについて、別紙のとおり加美町農業委員会会長宛の買受適格証明願が提出され

たので審議されたい。なお、願出人が競売落札人となった場合、農地法第３条の規

定による許可申請書を会長が受理し、次回の総会を待たずして許可書の交付をでき

るものとしたいので、併せて審議されたい。 

令和６年３月２５日提出。加美町農業委員会会長 板垣文一。 

今月の買受適格証明願の許可申請は２件でございます。 
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申請番号１ 

申請地   字鹿原西原の田 外４筆 

面積    合計２４,５９８㎡ 

届出事由  経営規模拡大 

現況の牛舎及び牧草地として利用 

 

申請番号２ 

申請地   字鹿原互原の田 外１１筆 

面積    合計３８,３０３㎡ 

届出事由  経営規模拡大 

牧草地を果樹園・牛舎を収穫物の選別保管、物置小屋として利用 

田は水稲を作付 

 

[以上 買受適格証明願概要、２件の証明願について説明] 

 

＊議長（板垣文一会長） 議案の説明が終わりました。これより審議を行います。質疑

ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これよ

り、議案第３９号 農地等買受適格証明願の審議についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） ご異議なしと認めます。よって議案第３９号 農地等買受適格

証明願の審議については、原案のとおり決定いたしました。 

 

 

 

日程第１１ 議案第４０号 農用地利用集積計画の審査について 

 

＊議長（板垣文一会長） 日程第１１、議案第４０号 農用地利用集積計画の審査につい

て、事務局より議案の説明をさせます。 

 

＊事務局（鎌田裕充次長） 議案第４０号 農用地利用集積計画の審査について。下記農

地について改正前農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により審査決定を

求められたので審議されたい。 

令和６年３月２５日提出。加美町農業委員会会長 板垣文一。 

   今月の農用地利用集積計画の審議は、売買５件、賃貸借５７件でございます。 
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申請番号１ 

申請地     字鹿原新青野二番の田 

面積      ３,９０６㎡ 

権利移動の種別 売買 

 

申請番号２ 

申請地     字天王の田 ３筆 

面積      合計１,１１６㎡ 

権利移動の種別 売買 

 

申請番号３ 

申請地     四日市場字要害の田 外２筆 

面積      合計１３,２２７㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

 

申請番号４ 

申請地     字赤塚の田 外９筆 

面積      合計１６,３２３㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

 

申請番号５ 

申請地     字一本杉の田 外１５筆 

面積      合計１０,３２３㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

 

申請番号６ 

申請地     字新川原の畑 外９筆 

面積      合計１８,６７３㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

 

申請番号７ 

申請地     四日市場字枛木江の田 外１筆 

面積      合計５,２３５㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

 

申請番号８ 

申請地     四日市場字荒井の田 ２筆 

面積      合計２,１１７㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 
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申請番号９ 

申請地     字一本杉の田 外１６筆 

面積      合計９,１９１㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

 

申請番号１０ 

申請地     字矢倉の田 外２筆 

面積      合計７,００１㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

 

申請番号１１ 

申請地     字台崎西の田 外３筆 

面積      合計５,５６４㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

 

申請番号１２ 

申請地     字新空沼の田 

面積      ２９５㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

 

申請番号１３ 

申請地     字新空沼の田 ２筆 

面積      合計１,３６８㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

 

申請番号１４ 

申請地     字原八幡堂西一番の畑 外１６筆 

面積      合計３０,１１６㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

 

申請番号１５ 

申請地     字仁平屋敷の田 

面積      ２,９８４㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

 

申請番号１６ 

申請地     小泉字川原の田 外１筆 

面積      合計８,３３３㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 
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申請番号１７ 

申請地     字八王子前の田 外５筆 

面積      合計１,９５９㎡ 

権利移動の種別 売買 

 

申請番号１８ 

申請地     字高谷地の田 

面積      ３６２㎡ 

権利移動の種別 売買 

 

申請番号１９ 

申請地     宮崎字三ケ内の田 外１１筆 

面積      合計５,８００㎡ 

権利移動の種別 売買 

 

申請番号２０ 

申請地     平柳字下谷地の田 ２筆 

面積      合計４,３７０㎡ 

権利移動の種別 賃貸借(中間管理) 

 

※その他議案書の通り 

 

   〔 以上６２件の集積計画について説明 〕 

 

＊議長（板垣文一会長） 議案の説明が終わりました。審議に入る前に議案第４０号に

つきましては、委員が当事者である事案があります。農業委員会等に関する法律第

３１条第１項の規定により、当事者は議案の審議に参与することができません。参

与できない委員は、申請番号１番について８番 青木拓也委員、申請番号２番につい

て長沼一弥推進委員、申請番号３番から６番について２番 杉村昭宏委員、申請番号

７番について１４番 佐藤健喜委員、申請番号８番９番について本田浩推進委員、申

請番号１０番から１５番について９番 尾形徳夫委員、申請番号１６番について１１

番 三浦良人委員です。 

８番 青木拓也委員は、申請番号１番の審議開始から終了まで退席をお願いいたし

ます。 

 

〈委員退室 午後２時０７分〉 

 

＊議長（板垣文一会長） これより申請番号１番について審議を行います。質疑ござい

ませんか。 

 

―「なし」の声あり― 
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＊議長（板垣文一会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これよ

り申請番号１番についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） ご異議なしと認めます。よって、申請番号１番については、

原案のとおり決定いたしました。 

   それでは、８番 青木拓也委員の入室を許可します。 

 

〈委員入室 午後２時０８分〉 

 

＊議長（板垣文一会長） 続いて申請番号２番について審議を行います。 

長沼一弥推進委員は、審議開始から終了まで退席をお願いいたします。 

 

〈委員退室 午後２時０８分〉 

 

＊議長（板垣文一会長） これより申請番号２番について審議を行います。質疑ござい

ませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これよ

り申請番号２番についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） ご異議なしと認めます。よって、申請番号２番については、

原案のとおり決定いたしました。 

   それでは、長沼一弥推進委員の入室を許可します。 

 

〈委員入室 午後２時０９分〉 

 

＊議長（板垣文一会長） 続いて申請番号３番から６番について審議を行います。 

２番 杉村昭宏委員は、審議開始から終了まで退席をお願いいたします。 

 

〈委員退室 午後２時０９分〉 

 

＊議長（板垣文一会長） これより申請番号３番から６番について審議を行います。質

疑ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 
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＊議長（板垣文一会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これよ

り申請番号３番から６番についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） ご異議なしと認めます。よって、申請番号３番から６番につ

いては、原案のとおり決定いたしました。 

   それでは、２番 杉村昭宏委員の入室を許可します。 

 

〈委員入室 午後２時１０分〉 

 

＊議長（板垣文一会長） 続いて申請番号７番について審議を行います。 

１４番 佐藤健喜委員は、審議開始から終了まで退席をお願いいたします。 

 

〈委員退室 午後２時１０分〉 

 

＊議長（板垣文一会長） これより申請番号７番について審議を行います。質疑ござい

ませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これよ

り申請番号７番についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） ご異議なしと認めます。よって、申請番号７番については、

原案のとおり決定いたしました。 

   それでは、１４番 佐藤健喜委員の入室を許可します。 

 

〈委員入室 午後２時１１分〉 

 

＊議長（板垣文一会長） 続いて申請番号８番９番について審議を行います。 

本田浩推進委員は、審議開始から終了まで退席をお願いいたします。 

 

〈委員退室 午後２時１１分〉 

 

＊議長（板垣文一会長） これより申請番号８番９番について審議を行います。質疑ご

ざいませんか。 

 

―「なし」の声あり― 
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＊議長（板垣文一会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これよ

り申請番号８番９番についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） ご異議なしと認めます。よって、申請番号８番９番について

は、原案のとおり決定いたしました。 

   それでは、本田浩推進委員の入室を許可します。 

 

〈委員入室 午後２時１２分〉 

 

＊議長（板垣文一会長） 続いて申請番号１０番から１５番について審議を行います。 

９番 尾形徳夫委員は、審議開始から終了まで退席をお願いいたします。 

 

〈委員退室 午後２時１２分〉 

 

＊議長（板垣文一会長） これより申請番号１０番から１５番について審議を行います。

質疑ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これよ

り申請番号１０番から１５番についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） ご異議なしと認めます。よって、申請番号１０番から１５番

については、原案のとおり決定いたしました。 

   それでは、９番 尾形徳夫委員の入室を許可します。 

 

〈委員入室 午後２時１３分〉 

 

＊議長（板垣文一会長） 続いて申請番号１６番について審議を行います。 

１１番 三浦良人委員は、審議開始から終了まで退席をお願いいたします。 

 

〈委員退室 午後２時１３分〉 

 

＊議長（板垣文一会長） これより申請番号１６番について審議を行います。質疑ござ

いませんか。 

 

―「なし」の声あり― 
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＊議長（板垣文一会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これよ

り申請番号１６番についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） ご異議なしと認めます。よって、申請番号１６番については、

原案のとおり決定いたしました。 

   それでは、１１番 三浦良人委員の入室を許可します。 

 

〈委員入室 午後２時１４分〉 

 

＊議長（板垣文一会長） 続いて申請番号１７番から６２番について審議を行います。

質疑ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これよ

り申請番号１７番から６２番についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（板垣文一会長） ご異議なしと認めます。よって、議案第４０号 農用地利用集

積計画の審査については、原案のとおり決定いたしました。 

 

 

 

＊議長（板垣文一会長） 以上をもちまして、本日の案件はすべて議了いたしました。

これで令和５年度加美町農業委員会 第１２回定例総会を閉会いたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

〈午後２時１５分 閉会〉 
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この議事録は、事務局長 庄司一彦が調製したものであるが、その内容に相違 

ないことを証するため、署名押印する。 

 

令和６年３月２５日 

 

議  長   板 垣  文 一  

 

 

 

署名委員   髙 橋  秀 生   

 

 

 

署名委員   杉 村  昭 宏   


